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「新しい自己資本比率規制の再見直し後の告示案に対する意見募集の実施について」への意見一覧 

（標準的手法） 

 

番号 条文 意見の概要 回  答 

1 
標 準 的 手

法全般 

融資については、現行告示では基本的

にはリスク・ウェイト 100％であり、

そうでないリスク・ウェイトの部分に

ついてはまとめて把握して置き換え

れば（控除すれば）算出できたのに比

して、新告示案では元のエクスポージ

ャーが一律でなくなったため、そのよ

うな単純な算出方法は不可能であり、

基本的には、債務者毎の債権明細単位

での計算となり、その上で債務者毎に

まとめるというプロセスになったと

の理解でよいか。 

外部格付の利用等により、現行規制に

比べて計算プロセスが複雑になる面は

あると考えられますが、他方において、

①リスク・ウェイトの計算は基本的に

債務者単位で行うこと、②住宅ローン

とそれ以外の区別は現行規制でも必要

であること、等に鑑みれば、現行規制

に比べて過度に複雑性を増すものであ

るとは考えていません。 

2 
標 準 的 手

法全般 

当金庫は貸出金と会計上の未収利息

の紐付けがシステム上できていない

ため、会計上の未収利息を当該債務者

のエクスポージャーと切り離して考

え、当該未収利息全体のリスク・ウェ

イトを一律 100％とするといった算定

方法は可能か。 

御指摘の件については、解釈集におい

て、明確化する予定です。 

3 
第 1 条第

13 号 

適格格付機関について早急に公表し

てほしい。 
3 月末までに公表する予定です。 

4 

第 50 条

(信組 

第 21 条 

第 3 項） 

適格格付機関の格付の使用方法につ

いて、リスク・ウェイト判定上の基準

と内部管理上の基準の整合性が求め

られているが、① 本告示で使用する

適格格付機関が内部管理で使用する

適格格付機関と同じであれば、整合性

は満たされると理解してよいか。②

①に加え、利用する格付の種類（個別

格付、債務者信用力格付、短期格付、

カントリー･リスク･スコア）まで内部

管理上も同じにする必要があるのか。

③ ①､②に加え、複数の格付がある

場合の取扱い（告示案第 24 条）を内

部管理上も同じにする必要があるの

か。④ ①､②､③でもない場合、求め

られる整合性の度合いを具体的に示

してほしい。 

内部管理上の基準との整合性について

は、リスク・アセットの額を意図的に

小さくするといった行為を防止するた

めのものであり、内部管理上の格付の

利用との完全な一致を求めるものでは

ありません。少なくとも例示の①を満

たしていることは必要と考えられます

が、内部管理上の基準との整合性につ

いては個々の事案に即した判断が必要

であり、画一的な回答は困難であると

考えます。なお、本条第 3 項の趣旨は、

内部管 理 上の格 付 の取扱 い を本告 示

（自己資本比率算出）上の取扱いに合

わせることを求めるものではないこと

にご留意願います。 

5 
第 51 条 

第 1 号 

第五十一条において、「標準的手法採

用行の保有するエクスポージャーに

対して個別格付が付与されていない

御指 摘を踏 まえ、告示 案を修正いたしま

す。 
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場合であって、次の各号に掲げるとき

は、当該エクスポージャーは、当該各

号に掲げる格付が付与されているも

のとみなす。」とあるが、｢当該個別格

付を使用してもよい｣なのか｢当該個

別格付を使用しなければならない｣の

かを明確にしてほしい。 

6 第 51 条 

適格格付機関による格付が、債務者信

用力格付及び長期債権についての個

別格付しか付与されていない場合、銀

行が保有する短期かつ無格付の債権

について、第 51 条の個別格付が付与

されていないエクスポージャーの取

扱いを適用し、当該債務者信用力格付

又は長期債権の個別格付を適用する

ことは問題ないか。 

問題ありません。 

7 第 52 条 

個別格付又は債務者信用力格付が当

該標準的手法採用行の保有するエク

スポージャーと同一通貨建てのエク

スポージャーに係るものではない場

合には、当該個別格付又は債務者信用

力格付を用いてはならないとあるが、

ソブリン格付以外について、債務者信

用力格付に「自国通貨建て」と「外貨

建て」の区別が無い格付機関の格付を

用いる場合は、当該債務者信用力格付

を「自国通貨建て」、「外貨建て」エク

スポージャーに対して適用してもよ

いか。 

債務者信用力格付については、「自国通

貨建て」、「外貨建て」の区別がない場

合でも、「自国通貨建て」及び「外貨建

て」エクスポージャーいずれに対して

も適用できます。 

8 第 53 条 

保有するエクスポージャーについて

適格格付機関の格付が複数ある場合、

ある適格格付機関では個別格付が付

与されており、別の適格格付機関では

債務者格付のみ付与されている場合、

個別格付を優先する等の考慮は不要

との認識でよいか。あくまでもリス

ク・ウェイトを基準とし、個別格付に

対応するリスク・ウェイトと債務者信

用力格付に対応するリスク・ウェイト

を並列的に取扱ってよいかを確認し

たい。 

保有するエクスポージャーに個別格付

が付与されている場合は、当該個別格

付を使用しリスク･ウェイトを適用し

ます。保有するエクスポージャーに個

別格付が付与されていない場合には、

第 51 条に従います。 

9 

第 59 条 

第 64 条 

第 102 条 

第 59 条、第 64 条、および第 102 条で

は、いずれも当該国における規制の取

扱いに基づくものとされていますが、

各国の取扱いについては、各金融機関

に調査・確認を求めるのではなく、貴

17 年 6 月 17 日付回答の別紙 2 項番 4

を御参照ください。 
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庁から情報提供されることを要望す

る。 

10 

第 61 条他

(信金 

第 52 条 

他） 

第 2 項において｢前項の場合を除き｣と

あるが、「円建てエクスポージャーの

うち円建てで調達されたもの以外」を

指しているのか、「円建てエクスポー

ジャー以外」を指しているのか。 

「円建てエクスポージャーのうち円建

てで調達されたもの以外」を指します。

11 

第 63 条 

(農協 

第 34 条） 

系統預け金のリスク・ウェイトについ

ては、金融機関向けエクスポージャー

として国の格付けに基づき決定する

のでなく、現行規制同様、一律 20％と

してほしい。 

金融機関向けエクスポージャーという

全業態に共通するものに対して、ある

業態にだけ特別の扱いを認めることは

不適当と考えます。 

12 

第 65 条 

(信金 

第 59 条） 

法人等向けエクスポージャーに格付

がある場合に、通常、格付機関による

格付は債券に付与されるものである

が、当該法人に対する融資や当該法人

の発行した株式にも同じ格付がある

と考えてよいのか。それとも、それら

は無格付のエクスポージャーとなる

のか。あるいは、融資関連取引には同

じ格付が付与されるとみなし、株式に

は（格付に関係なく）第 76 条(信金第

70 条)が適用されるのか。また、反対

に、法人自体に格付が付与されている

場合の取り扱いはどうか。 

個別格付が付与されていないエクスポ

ージャーの取扱いについては第 51条に

従います。また、株式については第 76

条に従います。 

13 
第 67 条 

第 148 条 

国内銀行（以下子銀行）が適用除外の

対象となる場合、親銀行の連結自己資

本比率規制においては第 67 条（法人

等 向 け エ ク ス ポ ー ジ ャ ー へ の 一 律

100％リスク・ウェイトの適用）を適

用しても、子銀行自身の単体・連結自

己資本比率規制においては第 67 条を

適用しないことが認められるべきで

ある。 

御指摘の件については、解釈集におい

て、明確化する予定です。 

14 

第 67 条 

(信組 

第 38 条） 

第 67 条(信組第 38 条)の特例を適用す

る場合、第 68 条(信組第 39 条)の「中

小企業等向けエクスポージャー及び

個人向けエクスポージャーに係る特

例」は適用できなくなるのか。 

適用できます。 

15 

第 68 条 

(信金 

第 62 条） 

17 年 3 月 31 日付回答の別紙 3 項番 71

において、中小企業等の定義に当ては

まらない法人であっても、協同組織金

融機関の会員・組合員であれば中小企

業等に含めることを検討する旨の回

答があったが、検討の結果、少なくと

も信用金庫においては原則どおり中

見直し後の告示案において、｢中小企業

等｣の定義は「会社」に限られていまし

たが、協同組織金融機関によっては会

社以外の法人も会員･組合員になりう

ることを考慮し、再見直し後の告示案

においては｢会社｣を｢法人｣に修正致し

ました。 
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小企業等の定義に従うという結果に

なったと考えてよいか。 

16 

第 68 条 

(信金 

第 62 条） 

17 年 6 月 17 日付回答の別紙 3 項番 19

において、抵当権付住宅ﾛｰﾝの要件を

満たすものは 1 億円以下基準や 0.2％

超基準には含まないとされているこ

とを、条文において明確化して欲し

い。 

御指摘の件については、解釈集におい

て、明確化する予定です。 

17 

第 68 条 

(信金 

第 62 条） 

第 1 項第 2 号（0.2％超基準）で延滞

エクスポージャー（第 71 条(信金第 65

条））を除くとしているが、同項第 1

号（1 億円以下基準）では延滞エクス

ポージャーは除かないと解釈してよ

いか。 

御指摘のとおりです。 

18 

第 68 条

(信金 

第 62 条） 

融資取引先である中小企業に対する

出資金は、中小企業等･個人向けエク

スポージャーの額に含めて 1 億円以下

（や 0.2％超）を判別し、しかるのち

に 70 条に基づきこの部分をリスク･ウ

ェイト 100％に置き換えるということ

でよいか。 

御指摘の件については、解釈集におい

て、明確化する予定です。 

19 

第 68 条 

(信金 

第 62 条） 

当金庫の名寄せ管理は、利害関係者を

より広く捕捉するため、1 億円以内の

中に「中小企業等」に属さない法人も

入ってしまうことがある。かかる法人

は名寄せから除く（ｼｽﾃﾑ的）措置を講

じる必要があるか。 

「中小企業等」に属さない法人につい

て、第 68 条による特例は適用できませ

ん。 

20 

第 68 条 

(信金 

第 62 条） 

信用保証協会の保証付融資は第 74 条

(信金第 68 条)に規定されているが、

第 6 節の信用リスク削減手法における

「保証」に該当するのかが不明なた

め、1 億円以下基準（1 項 1 号）や 0.2％

超基準（1 項 2 号）の対象エクスポー

ジャーに含めることになるのか、なら

ないのかが分からない。 

17 年 3 月 31 日付回答の別紙 3 項番 51

でお答えしたとおりですが、御指摘の

件については、解釈集において、明確

化する予定です。 

21 

第 68 条 

(信金 

第 62 条） 

①第 1 項第 2 号（0.2％超基準）で「第

七十一条(信金第六十五条)に該当す

るものを除く」とあるのは、例えば、

中小企業Ａのエクスポージャー（非延

滞）が 3,000 万円、その社長Ｂのエク

スポージャー（三月以上延滞）が 2,000

万円あり、それらを一体として一の債

務者とみなしている場合（0.2％以内

にあるものとする）には、Ｂの延滞

2,000 万円のみを除き、Ａの非延滞

3,000 万円についてはリスク・ウェイ

①御指摘のとおりです。なお、B のエク

スポージャーは三月以上延滞エクスポ

ージャーとして第 71 条に従います。 

②適用できません。 



 

 5  

ト 75％を適用できると考えてよいか。

②また、仮にＢのエクスポージャー

（三月以上延滞）が 8,000 万円の場合

（Ａ・Ｂ合算で 1 億円超の場合）には、

Ａにリスク・ウェイト 75％を適用でき

るのか。 

22 

第 68 条

(信金 

第 62 条） 

大企業の代表者への融資（第 69 条(信

金第 63 条)、第 71 条(信金 65 条)に該

当しない場合）は、当該企業への融資

の有無に関わらず、1 億円以下であれ

ば常にリスク・ウェイト 75％であるの

に対し、中小企業の代表者への融資は

当該中小企業への融資と名寄せされ、

合計で 1 億円超となれば ﾘｽ ｸ ･ ｳ ｪ ｲ ﾄ

100％になる（リスク・ウェイト 75％

とは限らない）というのは矛盾ではな

いか。 

中小企業とその代表者との関係ほど、

大企業とその代表者の関係は密接では

ないと考えられます。 

23 

第 68 条 

(信金 

第 62 条） 

中小企業等･個人向けエクスポージャ

ーの特例の要件の一つとして、信用ﾘｽ

ｸ削減手法前でのエクスポージャーの

額が 1 億円以下とあるが、75％の特例

が受けられることとなったエクスポ

ージャーについての信用リスク削減

手法の適用は、債務者毎に別々に計算

するという理解でよいか。（例．債務

者たる中小企業の代表者の妻名義の

相殺適状預金は、同人が連帯保証人に

なっていない限りにおいて、妻に対す

る融資残高に対してしか相殺の効力

を有しない。） 

御指摘のとおりです。なお、例にある

ような連帯保証人の預金だからといっ

て、無条件で相殺できるものではない

ことにご留意ください(第 117 条を御参

照下さい。)。 

24 

第 68 条 

(信金 

第 62 条） 

第 3 項「中小企業等」の定義において、

当該中小企業等が複数の事業（業種）

を営んでいた場合、主業（例:売り上

げ構成比が も高い事業）を当該中小

企業等の業種と考えてよいか。 

御指摘のとおりです。 

25 

第 68 条 

(信組 

第 39 条） 

「一の債務者」の具体的な名寄せの範

囲を明確化してほしい。 

御指摘の件については、解釈集におい

て、明確化する予定です。 

26 

第 68 条 

(信組 

第 39 条） 

第 1 号「一の債務者に対するエクスポ

ージャーの額」には抵当権付住宅ロー

ンを含むのか。 

第 2 号「前号の要件を満たすエクスポ

ージャー・・・の額を合計した額」に

は、抵当権付住宅ローンを含むのか。

17 年 6 月 17 日付回答の別紙 2 項番 19

を御参照下さい。 
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27 

第 68 条 

(労金 

第 39 条第

3 項 第 3

号） 

第 68 条(労金第 39 条)第 3 項第 3 号に

おける法人に労働組合が該当すると

いう理解でよいか。 

その判断に際し、資本金等は零、従業

員数は書記局職員数と解してよいか。

第 68 条第 3 項に該当する労働組合であ

れば、御指摘のとおりです。 

その判断に際しては、資本金等は零で

差し支えありませんが、従業員とは、

その法 人 に常勤 す る者を 指 します の

で、労働組合においては、専従者が従

業員に当たるものと考えます。 

28 第 68 条 

中小企業基本法の会社及び個人から

法人と変更になりましたが、個人は、

除外されると考えてよいか。 

また、ここで云う法人の定義を示して

ほしい。 

個人向 け エクス ポ ージャ ー につい て

は、今回の修正にかかわらず第 68 条第

1 項各号の要件を満たしていれば、リス

ク･ウェィトを 75％としてもよいこと

になっています。 

また、法人とは民法その他の法律の規

定により法人格を有するものを指しま

す。 

29 

第 69 条 

(信金 

第 63 条） 

①「抵当権により完全に保全」（フル

保全）は時価ベース（掛目後ではなく）

でよいか。 

②また、当該物件で担保不足の場合に

は共同担保として別物件を徴してい

るケースもあるが、共同担保ではフル

保全の対象外なのか。（例．息子夫婦

が住宅を建てるが、融資額に比して担

保不足なので、親名義の別の土地を共

同担保（第 1 順位）に徴した。） 

①17 年 3 月 31 日付回答の別紙 3 項番

59 を御参照下さい。 

②御指摘の例は抵当権付住宅ローンに

は該当しません。第 69 条にいう「抵当

権｣とは当該住宅ローンの対象物件に

設定されたものに限ります。 

30 

第 69 条 

(信金 

第 63 条） 

土地を購入後に自己居住目的の住宅

を建築する場合において、当該土地購

入目的のみの融資は抵当権付住宅ロ

ーンの対象になるか。 

第 69 条のとおり、資金使途は住宅の建

設、取得又は増改築に限られており、

御指摘の事例は、土地を購入しただけ

の時点では、抵当権付住宅ローンには

該当しません。 

31 

第 69 条 

(信金 

第 63 条） 

同一債務者、同一担保で住宅ローンが

複数口座ある場合は、抵当権は第 1 順

位、第 2 順位…となっている（例．保

証付住宅ローンとプロパー住宅ロー

ンの併用）。「抵当権付住宅ローン」

は原則として第 1 順位のみとなってい

ることから、リスク・ウェイトの適用

は債務者単位ではなく、口座単位での

適用と考えてよいか。 

御指摘のとおりです。 

32 

第 69 条 

(信金 

第 63 条） 

信用保証会社の保証付住宅ローンに

おける担保評価は、「保証会社が保証

する範囲」との位置付けから、プロパ

ー融資での不動産担保評価方法に比

して簡便なのが一般的だが、 

①保証会社が抵当権を設定する場合

もフル保全の判断に用いることがで

①できます。詳細については、解釈集

において、明確化する予定です。 

②御指摘のとおりです。 
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きるか。 

②その評価額は金融機関側では把握

できないが、金融機関独自で再評価す

べきなのか。 

33 

第 69 条 

(信金 

第 63 条） 

民間の信用保証会社の担保は、通常、

担保物件評価システムに載せてはい

ないため、例えば当該保証会社が評価

した担保価格の 80％の価格により保

全されているならば「完全に保全され

ている」とみなしてよいか。 

担保の評価を保証会社が行う場合であ

っても、それが適切に評価されている

ことを確認する必要があります。保証

会社の評価の適切性が確認できない場

合は金融機関が自ら適切に評価すべき

と考えます。 

34 

第 69 条 

(信金 

第 63 条） 

①第 1 項第 3 号ハについて、「現に賃

貸が行われておらず」というのは、実

務的にはアパートローンの融資で、内

貸しを何回か実行し、建物が完成後、

表示登記、保存登記及び抵当権設定登

記ができた時点で、賃料収入が見込ま

れる日を当初返済日として、本貸し実

行が行われるといった場合に、内貸し

の段階では賃貸が行われていること

にはならないとの意味と理解してよ

いか。（入居率等の賃貸状況を実査確

認していくことは、現実的には不可

能。） 

②また「専ら」とは、他に明解な返済

原資がない限りという意味か。 

①アパート完成前は賃貸が行われてい

ないものと考えます。 

②御指摘のとおりです。 

35 

第 69 条 

(信金 

第 63 条） 

第 1 順位が公的機関である時の次順位

の担保余力をみる場合、先順位額を控

除するが、債権額（当初融資額）を控

除するのか、現在残高（残高証明書等

で残高を把握できる場合に限る）の控

除でよいのか。 

現在残高を残高証明書等で把握できる

場合は、当該残高を先順位額としても

差し支えありません。 

36 

第 69 条 

(信金 

第 63 条） 

第 69 条(信金第 63 条)の要件を満たす

ものであれば、債務者が個人・法人で

あるか問わずリスク・ウェイト 35％を

適用できると考えてよいか（例：債務

者が法人の場合の一般的なアパート

建築資金）。 

法人の場合、ほとんどが第 69 条第 3 号

イ又はロに該当することが想定されま

す。したがって、御指摘のケースはほ

とんどないものと考えます。 

37 

第 69 条 

(信組 

第 40 条） 

「抵当権により完全に保全されてい

ること」とは、当該住宅ローンの契約

時に保全が確認できていることと解

釈してよいか。 

契約時のみの確認では不十分であると

考えます。 

38 

第 69 条 

(信金 

第 63 条） 

リスク･ウェイトを 35％に軽減するに

あたり、「抵当権により完全に保全さ

れていること」を厳格に確認するため

に担保物件の再評価（定期的な評価替

え）が必要だとすると、システム的な

金融庁としては、莫大なコストをかけ

て評価替えを行うことを求めるもので

はありません。不動産の状況は多様で

あることから、画一的な方法をお示し

することは困難であると考えます。し
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自動評価ができていない限り到底不

可能と思われる。自動評価システムの

構築には莫大なコスト負担と時日が

かかることからも、何らかの簡便的み

なし適用方法を示してほしい。 

たがって、｢抵当権により完全に保全さ

れていること｣を合理的に説明する手

法については、各金融機関の創意工夫

により対応していただきたいと考えま

す。 

39 

第 69 条 

(信金 

第 63 条） 

根担保等は本来、対象物件如何に関わ

らず、当該債務者の融資全体に効力を

有し、特定の融資口座に紐付けされる

ものではないが、ある債務者にプロパ

ー融資と住宅ローンがあり、住宅の土

地や建物とは別の物件を根担保に徴

している場合、その効力は住宅ローン

にも及ぶ（充当できる）と考えてよい

か。 

根抵当権付住宅ローンも第 69 条の「抵

当権付住宅ローン｣とみなせます(17 年

3 月 31 日付回答の別紙 3 項番 57 を御参

照下さい。）。ただし、本条にいう｢抵

当権」(根抵当権)とは当該住宅ローン

の対象物件に設定されたものに限りま

す。 

40 

第 69 条 

(労金 

第 39 条第

3 項 第 3

号） 

根抵当権付住宅ローンを、抵当権付住

宅ローンとして取扱う場合の要件如

何。 

御指摘の件については、解釈集におい

て、明確化する予定です。 

41 

第 70 条 

(信金 

第 64 条） 

①「不動産の取得又は運用を目的とし

た事業」とは、第 69 条(信金第 63 条)3

号イにある「住宅建設あるいは宅地開

発」と同義である（つまり、一般的な

アパート建築は非該当）と考えてよい

か。 

②また、当該事業に対するエクスポー

ジャーであっても、返済が専ら当該不

動産からの賃料等に依存していなけ

れば、第 70 条(信金第 64 条)には該当

しないと考えてよいか。 

①「不動産の取得又は運用を目的とし

た事業」とは、第 69 条第 3 号イにある

「住宅建設あるいは宅地開発」を含み

ますが、これらに限られないと考えま

す。また、アパート建築資金であって

も第 69 条に該当するものは第 70 条に

該当しません。 

②御指摘のとおりです。 

42 

第 71 条 

(信金 

第 65 条） 

三月以上延滞エクスポージャーは、

「…三月以上延滞している者に係る

エクスポージャー」とあることから、

債務者単位で捉えるという理解でよ

いか。その場合、ある債務者の融資の

うち、一口座のみが三月以上延滞して

いても、当該債務者に係る融資は全て

三月以上延滞エクスポージャーとな

るのか。また、引当率の算定において

も、当該債務者全体のエクスポージャ

ー（非延滞部分を含む）に対する引当

率を求めるという理解でよいか。 

御指摘のとおりです。 
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43 

第 71 条 

(信金 

第 65 条） 

ある債務者に対する総エクスポージ

ャーを、部分直接償却実施額（Ａ）、

個別貸倒引当金引当額（Ｂ）、未引当

額（Ｃ）、信用リスク削減手法適用部

分（Ｄ）に分けると（Ｂ+Ｃ+Ｄが貸借

対照表計上額）、 

引当率（％）＝（A＋B）/（A＋B＋C＋

D）⇒ Ｃに対するリスク･ウェイト決

定、 

総リスク・アセット＝Ｃ×リスク・ウ

ェイト＋Ｄに信用リスク削減手法を

適用したリスク・アセットとなるの

か。 

御指摘のとおりです。 

44 

第 71 条 

(信金 

第 65 条） 

一般貸倒引当金は引当率の計算には

含まれないことから、3 ヵ月以上延滞

の要管理債権は必ずリスク･ウェイト

150％になる（DCF 法による引当を行っ

ていない限り）と理解してよいか。但

し、実質破綻先が部分直接償却残高を

残したまま、要管理債権にランクアッ

プするようなケースは実務上考えら

れない。 

御指摘のとおりです。ただし、DCF 法に

よる一般貸倒引当金も他の一般貸倒引

当金と同じ取扱いになります(17 年 3

月 31 日付回答の別紙 3 項番 71 を御参

照下さい)。 

45 

第 71 条 

(信金 

第 65 条） 

第 2 項の「売掛債権」とは、具体的に

どのようなものをいうのか。 
例えば、売掛金等が考えられます。 

46 

第 71 条 

(信組 

第 42 条） 

一般貸倒引当金を計上している 3 か月

以上延滞エクスポージャーは、第 71

条（信金第 42 条）の計算の基礎から

除いてほしい。 

17 年 3 月 31 日付回答の別紙 3 項番 67

を御参照下さい。 

47 

第 71 条 

(信組 

第 42 条） 

引当率の計算のうち、分母（当該エク

スポージャーの額及び部分直接償却

の額の合計額）からは、信用リスク削

減手法適用部分を除くと考えてよい

か。 

信用リスク削減手法の適用部分を含め

た額に対する引当率を算出します。 

48 

第 71 条 

(信組 

第 42 条） 

リスク・アセットの計算は、信用リス

ク削減手法適用後の未引当部分×リス

ク・ウェイトと考えてよいか。 

御指摘のとおりです。 

49 

第 71 条 

(信組 

第 42 条） 

延滞エクスポージャーの計算におい

て、中小企業とその代表者にそれぞれ

貸出がある場合であって、そのうち中

小企業への貸出のみが延滞している

場合は、当該中小企業への貸出のみが

延滞エクスポージャーに該当すると

考えてよいか。 

内部管理と整合的なものである限り、

御指摘の取扱いでも差し支えありませ

ん。 
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50 

第 71 条 

(信金 

第 65 条） 

保全状況が優良で引当の必要のない

エクスポージャーの方がリスク・ウェ

イトが高くなるのは矛盾するのでは

ないか。 

17 年 3 月 31 日付回答の別紙 3 項番 72

を御参照下さい。 

51 
第 71 条 

第 72 条 

抵当権付住宅ローンとそれ以外のエ

クスポージャーが同一の債務者に供

与している場合、抵当権付住宅ローン

とそれ以外のエクスポージャーの何

れか一方のみ延滞している場合には、

当該債務者に対するエクスポージャ

ーはすべて延滞エクスポージャーと

なるとの理解でよいか。 

御指摘の件については、解釈集におい

て、明確化する予定です。 

52 

第 72 条 

(農協 

第 43 条） 

抵当権付住宅ローンとその他の与信

の延滞判定は別々に判定できるよう

にしてほしい。 

御指摘の件については、解釈集におい

て、明確化する予定です。 

53 
第 74 条 

第 75 条 

信用保証協会（または株式会社産業再

生機構）により保証されたエクスポー

ジャーが、部分的な保証である場合

（１００％保証でない）には、被保証

部分のみが該当するという理解でよ

いか。例えば事業法人への債権の場

合、未保全部分は法人等向けエクスポ

ージャーとの分類でよいか。 

御指摘のとおりです。 

54 
第 74 条 

第 75 条 

信用保証協会（または株式会社産業再

生機構）により保証されたエクスポー

ジャーはリスク・ウェイト１０％とさ

れている。信用保証協会により保証さ

れたエクスポージャーであっても貸

出金と自行預金の相殺、または金融資

産担保の信用リスク削減効果を勘案

し、該当部分のリスク・ウェイトは

０％とすることができる。この場合、

信用保証協会により保証されたエク

スポージャーとして、リスク・ウェイ

ト１０％となるのは信用リスク削減

効果を勘案した部分を除いたエクス

ポージャーとしてよいか。 

御指摘のとおりです。 

55 

第 75 条 

(信組 

第 46 条） 

㈱産業再生機構が平成 18 年度中に解

散するのであれば、「㈱産業再生機構

により保証されたエクスポージャー」

の規定は不要ではないか。 

株式会社産業再生機構法上は、平成 20

年 3 月 31 日までは同機構が存続するこ

とがありうるため、原案を維持致しま

す。 

56 

第 77 条 

(信金 

第 71 条） 

投資対象が明確に把握できる投資信

託のリスク・ウェイトについては、当

該投資対象区分に応じたリスク・ウェ

イトを適用することは可能か。 

17 年 3 月 31 日付回答の別紙 3 項番 75

を御参照下さい。 
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57 

第 77 条 

(信組 

第 48 条） 

金銭信託、投資信託については、構成

財産の内容によってリスク・ウェイト

を判断し、構成内容が明確に把握でき

ない場合はリスク・ウェイト 100％と

してよいか。 

御指摘の件については、解釈集におい

て、明確化する予定です。 

58 第 77 条 
クーポンが株価指数等にリンクする

債券の取扱いを明確化してほしい。 

今後必要に応じて、解釈集において、

明確化を図っていきたいと考えていま

す。 

59 第 77 条 
標準的手法におけるファンドの取扱

いを明確にしてほしい。 

御指摘の件については、解釈集におい

て、明確化する予定です。 

60 

第 78 条 

(信組 

第 49 条） 

債務保証見返は「信用供与に直接的に

代替する偶発債務」に該当するが、当

該貸出が第 68 条(信組第 39 条)のエク

スポージャーに該当する場合はリス

ク・ウェイト 75％が適用されるのか。

御指摘のとおりです。 

61 

第 78 条 

(信組 

第 49 条） 

債務保証見返についても第 68 条(信組

第 39 条)の「一の債務者」の名寄せを

行うのか。 

御指摘のとおりです。 

62 

第 78 条 

(信組 

第 49 条） 

債務保証見返が第 69 条(信組第 40 条）

のエクスポージャーに該当する場合

はリスク・ウェイト 35％が適用される

のか。 

御指摘のとおりです。 

63 

第 78 条 

(信組 

第 49 条） 

「オフ・バランス」の項目に貸付有価

証券が定められましたが、会計処理

上、当該額が資産に計上されている場

合は、「オン・バランス」項目から控

除すると考えてよいか。 

貸し付けた有価証券には当該有価証券

(オン･バランス資産)のリスク･アセッ

トの額を算出し、それとは別に有価証

券の貸付(オフ･バランス取引）に対し

ては別途当該取引に係るリスク･アセ

ットの額を算出する必要があります。

64 

第 78 条 

第 1 条第

10 号 

株価指数先物の取扱いを明確にして

ほしい。 

今後必要に応じて、解釈集において、

明確化を図っていきたいと考えます。

65 

信金 

第 62 条第

3 項 

第 62 条第 3 項の「中小企業等」の定

義について、同項第 1 号～4 号の一部

を次のように改めるべき。 

（現 行） 

資本の額又は出資の総額が●円以下

の法人及び常時使用する従業員の数

が▲人以下の法人であって～ 

（修正案） 

資本の額又は出資の総額が●円以下

の法人又は常時使用する従業員の数

が▲人以下の法人であって～ 

告示案の表現が間違っているとは考え

られませんので、原案を維持致しまし

た。 

なお、この条においては、資本の額等

が●円以下の法人及び従業員の数が▲

人以下の法人の両方の法人が中小企業

等に該当します。 

66 労金 
「第二章 信用リスクの標準的手法」

は「第四章…」と思われる。 
御指摘を踏まえ、修正致します。 

 


